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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベース部と該ベース部から互いに対向して立設された複数の高さ支持部とを有し、それ
らの高さ支持部の上端部に太陽光発電パネルフレームが所定の傾斜角度で架設されるコン
クリート製の支持架台と、
　支持架台のそれぞれの高さ支持部の上端部に水平方向に長い板材からなる脚部を埋め込
ませて固定され、水平方向に長い案内間隙を形成するように互いに平行に対向配置されて
レール部を構成する支持金具と、
　案内間隙に案内されるとともに、支持金具の長手方向の任意の位置で該支持金具と太陽
光発電パネルフレームとを連結する連結装置と、を備え、
　支持金具は、脚部の板材を厚み方向に貫通させ、板面どうしを連通させる１個又は複数
個の貫通孔を有し、
　脚部を高さ支持部に埋め込ませた際に、貫通孔内と両板面及びそれらの外側部分をコン
クリートで一体結合させた状態で支持金具と高さ支持部とを一体化させた保持構造を構成
させ、
　支持架台の高さ支持部は、その高さ支持部の側面から凹設された切欠き凹部であり、複
数の支持架台を高さ支持部の側面を密着させて直列状に接続した際に、長手方向に隣接す
る支持金具の端部間に連結装置を支持金具の案内間隙に係合させるための上面を開口した
挿入空間を形成する挿入用凹部と、支持金具の長手方向と交差する横方向に貫通されて案
内間隙と外部空間を連通させた水抜き孔を形成する水抜き用凹部と、を同時に形成する切
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欠き凹部を有することを特徴とする太陽光発電パネルフレームの支持架台構造。
【請求項２】
　脚部に設けられる貫通孔は、脚部の長手方向に沿って等間隔又は不等間隔で列状に複数
個設けられたことを特徴とする請求項１記載の太陽光発電パネルフレームの支持架台構造
。
【請求項３】
　支持金具はその長手方向に直交する断面が逆Ｌ字状となる逆Ｌ字部材からなることを特
徴とする請求項１又は２記載の太陽光発電パネルフレームの支持架台構造。
【請求項４】
　案内間隙を形成するように対向した２つの支持金具の脚部どうしを連結する連結部を含
むことを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の太陽光発電パネルフレームの支
持架台構造。
【請求項５】
　連結部は、支持金具の長手方向に沿って所定の間隔で並設され、平面視で細幅となる複
数の棒状部材又は板状部材からなることを特徴とする請求項４記載の太陽光発電パネルフ
レームの支持架台構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サイズが異なる様々な太陽光発電パネルに対応して確実に支持できる太陽電
池パネルフレームの支持架台構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　温室効果ガスの排出が無くて環境負荷が小さく、しかも無尽蔵の太陽光を源として発電
できる太陽光発電はクリーンエネルギーとして期待されており、需要が拡大している。特
に、最近では、大規模な発電を行える原子力発電の安全性の問題及びそれに伴う電力供給
不足の問題が深刻であり、高効率の太陽光発電の開発、実施に向けて社会的に関心が高ま
っている。太陽光発電では、光を受けて発電する太陽電池セルを複数並べて設けられた太
陽電池パネルをさらに複数個並設して太陽電池アレイを構成して必要な電力が得られるよ
うになっている。太陽電池パネルを地面上や屋根上等に設置する際には、太陽電池パネル
自身の荷重を確実に支持するのは当然ながら、強風や雪、又は地震の揺れ等の外力に耐え
うるように強度の高い取り付け構造が必要になる。従来、例えば、特許文献１記載のよう
に、複数個のコンクリート製のブロックと、これらのブロック上に設けられた複数本のフ
レーム材から成る架台本体と、を備え、フレーム材に複数の太陽電池パネルを支持させる
太陽電池モジュール設置用架台が提案されていた。また一方、特許文献２には、連結端面
部に埋設されてコンクリートセグメントどうしを連結する継手金具が提案されている。特
許文献２の継手金具では、連結端面と同一面になるべく設けられており連結ボルト用の貫
通孔が穿設されている連結板と、この連結板の後方に設けられてアンカー部材が取り付け
られている基部と、からなり、アンカー部材をコンクリートセグメントに埋め込んで取り
付けられるものであった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－１７７１１４号公報
【特許文献２】実開平２－８４８９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一般に、太陽電池パネルはその構造及び各製造メーカによってサイズが異なっているこ
とが多い。しかしながら、特許文献１のような従来の設置用架台では、Ｌ字鋼等のフレー
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ム材をボルトやビス等で組み付けて構成されているが、太陽電池パネルのサイズに対応さ
せて、架台ごとにフレームの長さやボルト用の孔の位置をいちいち変更して製作せざるを
得なかった。すなわち、従来の設置用架台では、設置される太陽光パネルのサイズごとに
架台設計を変更する必要があった。そのため、取付けサイズの汎用性が劣り、施工作業が
煩雑で作業効率も悪いとともに、太陽電池パネルのサイズごとに異なる多種類の構成部材
を製造しておく必要があり、製造効率も悪く、高コスト化する問題があった。また、太陽
電池パネルが風や地震等の外力を受けた際には、フレーム材等とコンクリート製のブロッ
クとを組み付けている部分にも大きな負荷がかかることから、組み付け強度を向上させる
技術の開発が望まれていた。一方、特許文献２の継手金具等では、連結時の引っ張り力等
の外力に抗してコンクリート構造体との取り付け状態を強固に保持させるものであるが、
継手金具等を製作する際には、アンカーを１つ１つコ字状の金属板の基部にそれぞれ溶接
して取り付ける工程が必要であるから、製造が煩雑で手間及びコストがかかっていた。
【０００５】
　本発明は上記従来の課題に鑑みてなされたものであり、その一つの目的は、太陽光発電
パネルの荷重や風雪、地震等に耐えうる高い支持強度を保持しながら、様々なサイズの太
陽光発電パネルに対応して簡単に取付けることができる実用性が高い太陽光発電パネルフ
レームの支持架台構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために本発明は、ベース部２０と該ベース部２０から互いに対向し
て立設された複数の高さ支持部２２とを有し、それらの高さ支持部２２の上端部に太陽光
発電パネルフレーム１８が所定の傾斜角度で架設されるコンクリート製の支持架台１２と
、支持架台１２のそれぞれの高さ支持部２２の上端部に水平方向に長い板材からなる脚部
３０を埋め込ませて固定され、水平方向に長い案内間隙２６を形成するように互いに平行
に対向配置されてレール部２４を構成する支持金具１４と、案内間隙２６に案内されると
ともに、支持金具１４の長手方向の任意の位置で該支持金具１４と太陽光発電パネルフレ
ーム１８とを連結する連結装置１６と、を備え、支持金具１４は、脚部３０の板材を厚み
方向に貫通させ、板面どうしを連通させる１個又は複数個の貫通孔３２を有し、脚部３０
を高さ支持部２２に埋め込ませた際に、貫通孔３２内と両板面及びそれらの外側部分をコ
ンクリートで一体結合させた状態で支持金具１４と高さ支持部２２とを一体化させた保持
構造２４を構成させ、支持架台１２の高さ支持部２２は、その高さ支持部２２の側面２３
から凹設された切欠き凹部であり、複数の支持架台１２を高さ支持部２２の側面２３を密
着させて直列状に接続した際に、長手方向に隣接する支持金具１４の端部間に連結装置１
６を支持金具１４の案内間隙２６に係合させるための上面を開口した挿入空間５２を形成
する挿入用凹部４８と、支持金具１４の長手方向と交差する横方向に貫通されて案内間隙
２６と外部空間を連通させた水抜き孔５４を形成する水抜き用凹部５０と、を同時に形成
する切欠き凹部４６を有することを特徴とする太陽光発電パネルフレーム１０の支持架台
構造から構成される。
【０００７】
　また、脚部３０に設けられる貫通孔３２は、脚部３０の長手方向に沿って等間隔又は不
等間隔で列状に複数個設けられたこととしてもよい。
【０００８】
　また、支持金具１４はその長手方向に直交する断面が逆Ｌ字状となる逆Ｌ字部材３６か
らなることとしてもよい。
【０００９】
　また、案内間隙２６を形成するように対向した２つの支持金具１４の脚部３０どうしを
連結する連結部３８を含むこととしてもよい。
【００１０】
　また、連結部３８は、支持金具の長手方向に沿って所定の間隔で並設され、平面視で細
幅となる複数の棒状部材又は板状部材３９からなることとしてもよい。
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【発明の効果】
【００１１】
　本発明の太陽光発電パネルの支持架台構造によれば、ベース部と該ベース部から互いに
対向して立設された複数の高さ支持部とを有し、それらの高さ支持部の上端部に太陽光発
電パネルフレームが所定の傾斜角度で架設されるコンクリート製の支持架台と、支持架台
のそれぞれの高さ支持部の上端部に水平方向に長い板材からなる脚部を埋め込ませて固定
され、水平方向に長い案内間隙を形成するように互いに平行に対向配置されてレール部を
構成する支持金具と、案内間隙に案内されるとともに、支持金具の長手方向の任意の位置
で該支持金具と太陽光発電パネルフレームとを連結する連結装置と、を備え、支持金具は
、脚部の板材を厚み方向に貫通させ、板面どうしを連通させる１個又は複数個の貫通孔を
有し、脚部を高さ支持部に埋め込ませた際に、貫通孔内と両板面及びそれらの外側部分を
コンクリートで一体結合させた状態で支持金具と高さ支持部とを一体化させた保持構造を
構成させたことから、支持金具を支持架台の高さ支持部に強固に埋め込み固定させること
ができ、太陽光発電パネルフレームから引っ張り力等の外力が作用しても該固定状態を確
実に保持して良好に支持金具を保持できると同時に、製造メーカ等で異なる様々なサイズ
の太陽光発電パネルに簡易に対応させて支持することができる。また、支持金具の脚部を
利用して保持構造を構成するので、支持金具の製造時にはアンカー鉄筋の溶接作業等を工
程が不要であり、簡単な構成で低コストで製造できる。
【００１２】
　また、脚部に設けられる貫通孔は、脚部の長手方向に沿って等間隔又は不等間隔で列状
に複数個設けられ構成とすることにより、支持金具自体の強度を保持しながら、水平方向
に長く形成される支持金具と高さ支持部との一体結合を強固なものとし、構造全体の強度
を向上させうる。
【００１３】
　また、支持金具はその長手方向に直交する断面が逆Ｌ字状となる逆Ｌ字部材からなる構
成とすることにより、支持金具を簡単な構造で実現でき、低コストで製造できる。
【００１４】
　また、案内間隙を形成するように対向した２つの支持金具の脚部どうしを連結する連結
部を含む構成とすることにより、支持架台の型枠での成型時に高さ支持部の上端部となる
部分に支持金具を配置させた状態でコンクリートに埋め込み固定する際に、対向する支持
金具の所定の間隙を保持して互いにずれるのを防止し、確実に案内間隙を形成させた適切
な設置位置で支持金具を固定できる。
【００１５】
　また、連結部は、支持金具の長手方向に沿って所定の間隔で並設され、平面視で細幅と
なる複数の棒状部材又は板状部材からなる構成とすることにより、支持架台の型枠での成
型時に高さ支持部の上端部となる部分に支持金具を配置させた状態でコンクリートに埋め
込み固定する際に、連結部と打設したコンクリートとの間に空気が残ることがなく、コン
クリート中に空気が残って支持架台が弱体化するのを確実に防止しながら支持金具の間隙
を保持できる。
【００１６】
　また、支持架台の高さ支持部は、その高さ支持部の側面から凹設された切欠き凹部であ
り、複数の支持架台を高さ支持部の側面を密着させて直列状に接続した際に、長手方向に
隣接する支持金具の端部間に連結装置を支持金具の案内間隙に係合させるための上面を開
口した挿入空間を形成する挿入用凹部と、支持金具の長手方向と交差する横方向に貫通さ
れて案内間隙と外部空間を連通させた水抜き孔を形成する水抜き用凹部と、を同時に形成
する切欠き凹部を有する構成とすることにより、複数の支持架台を直列状に接続した際に
切欠き凹部を介して連結装置を簡便にレール部に挿入でき施工性が良いとともに、レール
部の溝部内に雨水等が入っても水抜き孔を介してスムーズに外部に排水できる。
【００１７】
　さらに支持金具によれば、上記記載の太陽光発電パネルフレームの支持架台構造に用い
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られ、支持架台のそれぞれの高さ支持部の上端部に水平状に長い板材からなる脚部を埋め
込ませて固定され、水平方向に長い案内間隙を形成するように互いに平行に対向配置され
てレール部を構成する支持金具であって、脚部の板材を厚み方向に貫通させ、板面どうし
を連通させる１個又は複数個の貫通孔を有し、脚部を高さ支持部に埋め込ませた際に、貫
通孔内と両板面及びそれらの外側部分をコンクリートで一体結合させた状態で支持金具と
高さ支持部とを一体化させた保持構造を構成させることから、太陽光発電パネルフレーム
から引っ張り力等の外力が作用しても該固定状態を確実に保持して良好に支持金具を保持
できると同時に、製造メーカ等で異なる様々なサイズの太陽光発電パネルに簡易に対応さ
せて支持することができる。また、支持金具の脚部を利用して保持構造を構成するので、
支持金具の製造時にはアンカー鉄筋の溶接作業等を工程が不要であり、簡単な構成で低コ
ストで製造できる。
【００１８】
　また、脚部に設けられる貫通孔は、支持金具の長手方向に沿って等間隔又は不等間隔で
列状に複数個設けられた構成とすることにより、支持金具自体の強度を保持しながら、水
平方向に長く形成される支持金具と高さ支持部との一体結合を強固なものとし、支持架台
構造全体の強度を向上させうる。
【００１９】
　また、長手方向に直交する断面が逆Ｌ字状となる逆Ｌ字部材からなる構成とすることに
より、支持金具を簡単な構造で実現でき、低コストで製造できる。
【００２０】
　また、案内間隔を形成する２つの支持金具の脚部どうしを連結部を介して連結した構成
とすることにより、支持架台の型枠での成型時に高さ支持部の上端部となる部分に支持金
具を配置させた状態でコンクリートに埋め込み固定する際に、対向する支持金具の所定の
間隙を保持して互いにずれるのを防止し、確実に案内間隙を形成させた適切な設置位置で
支持金具を固定できる。
【００２１】
　また、連結部は、支持金具の長手方向に沿って所定の間隔で並設され、平面視で細幅に
形成された複数の棒状部材又は板状部材からなる構成とすることにより、支持架台の型枠
での成型時に高さ支持部の上端部となる部分に支持金具を配置させた状態でコンクリート
に埋め込み固定する際に、連結部と打設したコンクリートとの間に空気が残ることがなく
、コンクリート中に空気が残って支持架台が弱体化するのを確実に防止しながら支持金具
の間隙を保持できる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態に係る太陽光発電パネルフレームの支持架台構造の側面図で
ある。
【図２】図１の太陽光発電パネルフレームの支持架台構造の要部縦断面図を拡大図である
。
【図３】図１の太陽光発電パネルフレームの支持架台構造の斜視図である。
【図４】図１の太陽光発電パネルフレームの支持架台構造の一部拡大斜視図である。
【図５】図１の太陽光発電パネルフレームの支持架台構造のＡ－Ａ線断面の一部拡大図で
ある。
【図６】図１の太陽光発電パネルフレームの支持架台構造に用いられる支持金具の斜視図
である。
【図７】図６の支持金具の底部から見た斜視図である。
【図８】図６の支持金具の一部拡大平面図である。
【図９】図１の太陽光発電パネルフレームの支持架台構造の一部拡大側面図である。
【図１０】図１の太陽光発電パネルフレームの支持架台構造の支持架台の接続部周辺の一
部拡大斜視図である。
【図１１】図１の太陽光発電パネルフレームの支持架台構造の支持架台の接続部周辺の一
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部拡大正面図である。
【図１２】他の実施例の太陽光発電パネルフレームの支持架台構造の要部縦断面の拡大図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下添付図面を参照しつつ本発明の太陽光発電パネルの支持架台構造の実施形態につい
て説明する。本発明に係る太陽光発電パネル取付架台装置は、太陽光発電パネルのサイズ
が異なっていても制限されることなく簡単かつ確実に該太陽光発電パネルを支持させるこ
とができ、小規模から大規模な太陽光発電施設として幅広く適用できるものである。図１
ないし図１１は、本発明の太陽光発電パネルの支持架台装置の一実施形態を示している。
図１、図２、図３に示すように、本実施形態において、太陽光発電パネルフレームの支持
架台構造１０は、コンクリート製の支持架台１２と、支持架台１２に埋め込まれる支持金
具１４と、支持金具１４との太陽光発電パネルフレーム（以下、単に「フレーム」ともい
う）１８とを連結する連結装置１６と、を備えている。
【００２４】
　太陽光発電パネルＳＰは、例えば、複数の太陽電池セルを並べて薄い平板状にパネル化
されている。本実施形態では、設置現場にて必要な発電量に応じて複数の太陽光発電パネ
ルＳＰをアレイ状に並列させて大型パネル化される。太陽光発電パネルＳＰを取り付ける
ためのフレーム１８は、例えば、複数のコ字形鋼等のチャネル材からなり、所定の間隔で
配置されて、太陽光発電パネルＳＰの周枠にボルト等の締着部材によって締結することに
より該太陽光発電パネルを支持している。フレーム１８には、例えば、連結装置１６と連
結するためのボルト締結用の孔が穿孔されている。なお、フレーム１８は、例えば、筒状
、板形状、Ｉ形状、Ｈ形状、Ｃ形状、溝形形状、Ｕ字形状等のその他任意のものでもよく
、太陽光発電パネルの構造に応じて形成されるとよい。
【００２５】
　支持架台１２は、例えば、コンクリートで所定の形状に形成されており、地面上等に設
置され、太陽光発電パネルＳＰを下から受けるための基台である。本実施形態では、図１
、図２、図３に示すように、支持架台１２は、例えば、予め工場等で成型した二次製品か
らなり、地面上に設置される平面視略矩形状のベース部２０と、ベース部２０の前後一対
の端縁側から互いに対向して略鉛直状に立設された２つの高さ支持部２２と、を有してい
る。２つの高さ支持部２２は、上端高さが異なって設けられており、それらの高低差があ
る上端部にフレーム１８が所定の傾斜角度（例えば、２０～３０度）で架設され、後述の
支持金具１４及び連結装置を介して該フレーム１８が支持架台１２に支持される。フレー
ム１８の低位を支持する低位側の高さ支持部２２ａと高位側を支持する高さ支持部２２ｂ
との対向間隙には、側方を開放した側面視台形状の中空空間が形成されている。高さ支持
部２２は、例えば、矩形壁状に形成されており、それぞれの上端部は水平方向に向けて直
線状に長い水平面で形成されている。さらに、低位側の高さ支持部２２ａの上端部と高位
側の高さ支持部２２ｂの上端部の長手方向が互いに平行になっている。図３に示すように
、例えば、複数個の支持架台１２が、高さ支持部２２の側面２３どうしを密着させて該高
さ支持部の上端部どうしを長手方向に接続するとともに、中空空間を連通させて直列状に
並べて配置されている。なお、支持架台１２どうしは、例えば、図示しない継手やボルト
・ナット等の任意の連結構造によって連結される。図４、図９に示すように、支持架台１
２の高さ支持部２２の側面２３の上端部近傍には、後述する切欠き凹部４６が設けられて
いる。なお、支持架台１２の構造は本実施形態のものに限定されない。例えば、支持架台
の高さ支持部２２は、壁状のものに限らず、横向きに貫通した孔を形成してもよいし、板
状や柱状等、その他任意形状でも良く、その高さも太陽光発電パネルを設置する高さ位置
、傾斜角度等の設計に応じて任意に設定してもよい。また、例えば、高さが異なる複数の
高さ支持部を別々の部材で構成しておき、それらの部材を現場打ちコンクリートで形成し
たベース部で一体化して形成することとしてもよい。また、例えば、高さ支持部を３つ以
上の複数個立設して太陽光発電パネルフレームを支持することとしてもよい。また、図１
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２に示すように、高さ支持部の上端部をフレームの傾斜角度に対応する傾斜面で形成して
もよい。
【００２６】
　図１、図２に示すように、支持金具１４は、支持架台１２のそれぞれの高さ支持部２２
の上端部に固定されてレール部２４を構成し、フレーム１８をレール部の長手方向の所定
の位置に支持させる支持金具である。図６、図７に示すように、支持金具１４は、例えば
、一方に長く形成されており、その長手方向を水平方向に向け、かつ高さ支持部２２の上
端部の長手方向に沿って設定される。図２、図４に示すように、本実施形態では、支持金
具１４は、２個１対の支持金具を水平方向に長い案内間隙２６を形成するように所定の間
隙で互いに平行に対向配置されて、水平方向に長いレール部２４を構成する。支持金具１
４は、レール部２４を構成することにより、連結装置１６と協働してフレーム１８の支持
位置を自在に変更できるようになっており、太陽光発電パネルＳＰのサイズに応じてフレ
ーム１８の取付位置を自在に変更、調整できる調整手段として機能する。なお、支持金具
１４の長手方向長さと、高さ支持部２２の上端部の長手方向長さと、を略同じ長さとして
もよい。また、支持金具１４の長手方向長さを、高さ支持部２２の上端部の長手方向長さ
よりも短く形成し、複数の支持金具を長手方向に接続することとしてもよい。図２、図５
に示すように、支持金具１４は、連結装置１６と係合するレール部本体を構成するための
水平方向に長い係合部２８と、係合部２８から垂設状に縦方向に形成された水平方向に長
い板材からなる脚部３０と、を一体的に備えている。支持金具１４は、支持架台１２のそ
れぞれの高さ支持部２２の上端部に脚部３０を埋め込ませて固定されている。支持金具１
４は、脚部３０の板材を厚み方向に貫通させ、脚部板面どうしを連通させる貫通孔３２を
有している。該貫通孔３２付きの脚部３０をコンクリートで形成される高さ支持部２２に
埋め込ませた状態では、貫通孔３２内と両板面及びそれらの外側部分をコンクリートで一
体結合させた状態で支持金具１４と高さ支持部２２とを一体化させて保持構造３４を構成
している。支持金具１４は、脚部３０自体がアンカー手段を構成しており、保持構造３４
において貫通孔３２を介して脚部両板面側のコンクリートを一体結合させることにより、
太陽光発電パネルフレームから受ける引っ張り力に抗して該支持金具１４と支持架台１２
との固定状態を強固に保持する。
【００２７】
　本実施形態では、支持金具１４は、図２、図６、図７に示すように、例えば、その長手
方向に直交する断面が逆Ｌ字状となる逆Ｌ字部材３６からなる。逆Ｌ字部材３６は、例え
ば、一方に長い金属板を端面視Ｌ字状に曲折して設けられており、逆Ｌ字の水平方向の横
板部が係合部２８となり、該横板部から略直角状に曲折された縦方向の側板部が脚部３０
となる。脚部３０には、該脚部の下部位において複数の貫通孔３２が該脚部の長手方向に
沿って等間隔で列状に設けられている。図５にも示すように、それぞれの貫通孔３０は、
例えば、脚部の縦方向長さの略半分程度の直径の大きさの円形孔で設定されており、ある
程度広い面積で形成されている。すなわち、脚部３０の貫通孔３２内にコンクリートが充
填されて一体結合されて連結強度を強固としている。
【００２８】
　逆Ｌ字部材３６からなる支持金具１４は、高さ支持部２２の上端部に２個１対で互いに
横板部を内向きに向けて所定の間隙で対向されてレール部２４を構成している。具体的に
は、支持金具１４は、横板部からなる係合部２８の上面が高さ支持部２２の上端部の水平
面と略面一状になるように埋設され、該係合部２８の突出端どうしの間に細長のスリット
２９が形成されている。同時に側板部からなる脚部３０は、外面側全体はコンクリートに
結合されている。脚部３０の対向内側の上部側ではコンクリートが充填されず溝部３１が
形成されると同時に、脚部３０の貫通孔３２が穿孔される下部側全体はコンクリート中に
完全に埋没され、貫通孔３２内と両板面側とのコンクリートが一体的に結合されている。
係合部２８の下方に形成される溝部３１は、脚部３０の上部で側壁が形成され、底壁３１
ｂは該脚部３０の下部を埋め込んだコンクリートで形成されている。これにより、高さ支
持部に埋め込まれる脚部３０では、支持金具１４の引っ張り方向に交差する方向に該高さ
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支持部２２を構成するコンクリートの一部がクサビ状に貫通配置されることによって、ア
ンカー機能として有効に作用する。一方、係合部２８側に近い脚部３０の上部の対向間隙
で構成される溝部３１は、連結装置１６の連結用間隙及びスライド移動用のレール間隙と
して中空に保持されている。なお、支持金具の形状は逆Ｌ字状のものに限らず、任意の形
状でもよい。また、複数の貫通孔は、全て同じ大きさ、形状で設けてもよいが、それぞれ
異なる大きさ、形状としてもよい。また、貫通孔は、１個のみ形成してもよいし、脚部３
０の縦方向に複数個並ぶように設けてもよい。
【００２９】
　本実施形態では、図７、図８に示すように、案内間隙２６を形成するように対向配置し
た２つの支持金具１４は、連結部３８を介して脚部３０どうしを互いに連結されている。
支持金具１４は、例えば、型枠で支持架台１２を成型する際にその高さ支持部２２の上端
部となる部分に該支持金具１４を所定の間隙で対向配置させた状態で生コンクリートを該
型枠内に打設して、高さ支持部２２の上端部に埋め込まれる。この際、支持金具１４どう
しを連結部３８により連結しておくことでコンクリート打設時に該支持金具１４が位置ず
れしたりするのを良好に防止でき、案内間隙２６を確実に保持した状態で適切な位置に固
定することができる。連結部３８は、例えば、平面視で細幅となるように板面を縦に立て
て配置され、両端を支持金具１４の脚部３０にスポット溶接で連結される複数の板状部材
３９からなり、それらの板状部材３９が支持金具１４の長手方向に沿って所定の間隔で並
設されている。基本的には連結部３８の構造は任意でよいが、例えば、連結部を平面視で
広い面積で形成すると、連結部と高さ支持部を形成するコンクリートとの間に空気が残留
するおそれがある。コンクリート構造物中に空気が入ると、構造の弱体化や早期破損の要
因となる。本実施形態のように、連結部を平面視で細幅の部材で設けることにより、連結
部と高さ支持部のコンクリートとの間に空気が溜まることを防止して、強固な一体連結構
造を実現できる。なお、連結部は、例えば、細い丸鋼等の棒状部材でもよい。また、連結
部３８は必ずしも必要とせず、例えば型枠やその他の任意の手段で、対向配置される２つ
の支持金具１４の対向間隙を保持することとしてもよい。
【００３０】
　図１、図２、図４に示すように、連結装置１６は、支持金具１４が形成したレール部２
４の案内間隙２６に案内されて支持金具１４の長手方向に沿って移動可能となるとともに
、支持金具１４の長手方向の任意の位置で該支持金具１４とフレーム１８とを連結する連
結手段である。本実施形態では、連結装置１６は、例えば、フレーム１８を所定の傾斜角
度で受ける止め金具としてのブラケット４０と、ボルト及びナットからなる締結部材４２
、４４と、を含む。ブラケット４０は、例えば、金属板を所定形状に折り曲げて形成され
ており、矩形状の底板部４０１と、底板部４０１の一対の対向する辺から異なる高さで立
ち上がる２つの縦支持板部４０２と、それぞれの縦支持板部４０２の上端からフレーム１
８の傾斜角度に対応して傾斜された傾斜受板部４０３と、が一体的に設けられている。傾
斜受板部４０３は、フレーム１８を設定する傾斜角度に対応した傾斜角度（例えば、２０
～３０度）に設定されている。傾斜受板部４０３には、ボルト孔が設けられており、フレ
ーム１８に設けられたボルト孔と位置合わせされて締結部材４４で連結される。ブラケッ
ト４０の底板部４０１にはボルト孔が設けられており、ブラケットの底板部４０１と支持
金具１４とが締結部材４２を介して連結される。締結部材４２は、そのボルトの拡大され
た基部をレール部の案内間隙２６を構成する支持金具１４間の溝部３１内に収容した状態
で係合部２８に係合されるとともに、螺子軸をスリット２９に貫通させて配置される。該
ボルトのスリットから上方への突出部分にブラケット４０の底板部４０１のボルト孔を貫
通してナットで締結されて、支持金具１４と連結されている。締結部材４２を緩めた状態
では、支持金具１４間の案内間隙２６の長手方向に沿って自在に案内して、ブラケット４
０の位置すなわちフレーム１８の支持位置を自在に変更できる。太陽光発電パネルのサイ
ズに対応するようなフレーム１８の目的の位置で締結部材４２を締めるとその位置で固定
状に連結することができる。
【００３１】
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　図４、図９に示すように、支持架台１２の高さ支持部２２の側面２３に設けられる切欠
き凹部４６は、高さ支持部２２の上面側に臨ませた開口に連通する第１の凹部である挿入
用凹部４８と、同高さ支持部２２の側面に直交して接続する縦壁面側に臨ませた開口に連
通する第２の凹部である水抜き用凹部５０と、を含み、それらの凹部が連続して同時に形
成されている。図１０、図１１に示すように、挿入用凹部４８は、複数の支持架台１２が
高さ支持部２２の側面を略密着させて直列状に接続して配置される際に、隣接する高さ支
持部の凹部４８どうしが組み合わされて、長手方向に隣接する支持金具１４の端部間に連
結装置１６を支持金具１４の案内間隙２６に係合させるための上面を開口した挿入空間５
２を形成する。すなわち、支持金具１４が挿入空間５２を介設させて長手方向に配置され
ることとなる。よって、支持金具１４の端部は高さ支持部２２の側面２３よりも凹位置に
設定されて支持金具による案内間隙２６に連通する挿入用凹部が形成されている。水抜き
用凹部５０は、複数の支持架台１２が高さ支持部２２の側面を略密着させて直列状に接続
して配置される際に、隣接する高さ支持部の凹部５０どうしが組み合わされて、支持金具
１４の長手方向と交差する横方向に貫通されて支持金具による案内間隙２６と外部空間を
連通させた水抜き孔５４を形成する。なお、水抜き孔５４の連通方向は、対向する２つの
高さ支持部２２では、互いに外向き方向に水を排水するように設定されている。このよう
な切欠き凹部４６を設けたことにより、複数の支持架台を直列状に配置した際に、水平方
向に長く配置される支持金具１４において、挿入空間５２を介して連結装置１６を簡単に
支持金具に係合させることができるので施工性が良いとともに、水抜き孔５４を介して支
持金具間の溝部内から外部に早期に雨水等を排出させてコンクリートの早期劣化を防止す
ることができる。さらに、図５に示すように、対向する支持金具１４どうしの間に形成す
る案内間隙２６の溝部３１では、コンクリートで形成される底壁３１ｂが切欠き凹部４６
に向けて下り傾斜で形成されている。これにより、案内間隙２６から溝部３１の内部に侵
入した雨水等をスムーズに水抜き孔５４から外部に排水できる。
【００３２】
　本実施形態に係る太陽光発電パネルの支持架台構造１０を構築する際には、例えば、工
場等で予め支持金具１４を形成しておき、型枠で支持架台１２を成型する際にその高さ支
持部２２の上端部となる部分に支持金具１４を所定の間隙で対向配置した状態を保持させ
て、生コンクリートを該型枠内に打設して、支持金具１４を担持した所定形状の支持架台
１２を形成する。この際、支持金具１４の脚部３０の貫通孔３２が形成された下部分全体
を埋め込ませると同時に、該脚部３２の対向間隙の上部分は生コンクリートを打設せず中
空に保持させて、連結装置の装着間隙を残しておく。図２に示すように、コンクリートが
固化して支持架台１２が成型されると脚部３０の貫通孔内と両板面及びそれらの外側部分
がコンクリートで一体結合され、高さ支持部２２と支持金具１４とが一体化した保持構造
３４が構成される。太陽光発電設備を設置する現場にて、図３に示すように、支持架台１
２を直列状に接続して配置する。連結装置１６を介して支持金具１４と太陽光発電パネル
フレーム１８を連結する。この際、太陽光発電パネルのサイズに合わせて、連結装置１６
の締結部材４２を緩めて支持金具１４の長手方向に沿って移動させて位置を調整した後、
締結部材４２を締めて位置を固定させる。フレーム１８に太陽光発電パネルＳＰを組み付
けて太陽光発電パネルの支持架台構造１０が構築される。太陽光発電パネルを支持した状
態では、風や地震等の外力により支持金具１４には引っ張る力等が作用するが、上記のよ
うに支持金具１４は支持架台の高さ支持部２２との保持構造３４により強固に一体化され
ているので、該引っ張り力に抗して固定状態を保持できる。このように支持金具１４の脚
部３０自体に支持架台１２への保持機構を持たせることによって、例えば異形鉄筋等のア
ンカーを別途取り付ける必要がなく、製造が極めて簡単であり、低コストで製造できる。
【００３３】
　なお、例えば、図１２には太陽光発電パネルフレームの支持架台装置の他の実施形態の
要部を示している。図１２では、上記実施形態と同一部材、同一構成には同一符号を付し
て詳細な説明を省略する。支持金具１４は、上記実施形態と略同じ構成であるが、対向配
置される２つの支持金具１４は連結部３８では連結されておらずそれぞれ独立して埋め込
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まれている。高さ支持部２２の上端部はフレーム１８の傾斜角度に対応して傾斜面で形成
されている。支持金具１４は、高さ支持部２２の傾斜面に対応して斜めに埋め込み固定さ
れている。連結装置１６は、例えば、ボルト及びナットからなる締結部材を有しており、
そのボルト及びナットを介して支持金具１４とフレーム１８とを連結している。その他、
高さ支持部の構成や支持金具の構成を任意の構成としてもよい。
【００３４】
　以上説明した本発明の太陽光発電パネルの支持架台構造及びその設置方法は、上記した
実施形態のみの構成に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載した本発明の本質
を逸脱しない範囲において、任意の改変を行ってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
　本発明の太陽光電池パネルフレームの支持架台構造は、例えば、種々の太陽光発電パネ
ルを支持架台に支持させて、小規模から大規模の太陽光発電設備を構築する際に好適に適
用できる。
【符号の説明】
【００３６】
　　１０　太陽光発電パネルフレームの支持架台構造
　　１２　支持架台
　　１４　支持金具
　　１６　連結装置
　　１８　フレーム
　　２０　ベース部
　　２２　高さ支持部
　　２３　側面
　　２４　レール部
　　２６　案内間隙
　　３０　脚部
　　３２　貫通孔
　　３４　保持構造
　　３６　逆Ｌ字部材
　　３８　連結部
　　４６　切欠き凹部
　　４８　挿入用凹部
　　５０　水抜き用凹部
　　５２　挿入空間
　　５４　水抜き孔
　　ＳＰ　太陽光発電パネル
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